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（単位：億円）

 郡⺠総所得  

※ 四捨五入により，合計等は必ずしも一致しない。

（参考） 奄美群島の経済，人口の規模（県に占めるシェア）

人     口 郡 総 人 口    (   104,281人) ＝   6.6 ％
（令和２年10月１日現在） 県 内 人 口    (1,588,256人)

経 済 規 模 郡内総生産    (  3,484億円) ＝   6.2 ％
（令和２年度） 県内総生産 (56,103億円)

支
 
 
 
出

  郡内総生産(支出側：名目) 3,4843,361

⺠間最終消費支出
1,343

地方政府等最終消費支出
1,423

郡内総資本形成
1,102

 (要素費用表示)
2,239

一人当たり
郡⺠所得

=
郡⺠所得(2,239億円)

= 2,147千円
総 人 口 (104,281人)

郡内純生産(要素費用表示)
          2,557 固定資本減耗

926

分
分
配
配

財産所得
郡⺠所得 雇用者報酬

  1,590
67

企業所得
582

第１ ⼤島郡⺠所得推計の概念相互関連図（令和2年度）

生
 
 
 
産

産出額      郡内総生産(生産側：名目) 3,484
                  (付加価値)

中間投入(原材料等)
 2,188

5,672

郡外からの要素所得（純）Δ123

生産・輸入品に課される税 (控除)補助金 196

生産・輸入品に課される税

補助金

移出入（純）等 Δ384
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第２ 大島郡民所得推計の概念 

１ 大島郡民所得推計とは 

  大島郡民所得推計は，国民経済計算の基本的な考え方や仕組みに基づき，奄美群島（１市９

町２村）という行政区域を単位として１年間（会計年度）の経済活動の結果を推計するもので

す。 

奄美群島内の経済活動によって１年間に生み出された付加価値を，生産，分配，支出の三つ

の側面から把握することにより奄美群島経済の規模，産業構造，循環等を明らかにし，経済の

分析や諸施策の企画立案などの基礎資料とするものです。 

 

２ 基本的な用語 

(1) 経済成長率とは 

１年間（会計年度）の経済活動規模が前年度に比べてどれだけ増えたかを示すもので，最

もよく利用される経済指標の一つです。 

 

(2) 一人当たり郡民所得とは 

    郡民所得（雇用者報酬，財産所得，企業所得の合計値）を，その年の 10 月１日現在の奄美

群島の総人口（国勢調査，国勢調査年以外は県毎月推計人口）で割ったものです。 

    個人の収入や給与水準を表すのではなく，企業の利潤等も含んだ郡民経済全体の所得水準

を表す指標です。 

 

(3) 遡及改定とは 

    大島郡民所得推計は，各種の統計資料を基礎に推計される二次統計（加工統計）であるた

め，基礎資料の改定に伴い毎年遡及して推計値を改定しており，過去公表された数値とは異

なっています（令和２年度大島郡民所得推計報告書については，平成 23 年度～令和元年度分

を遡及改定）。 

これは，推計に用いる国勢調査など数年間隔で実施される周期調査などについては，最新

の結果が公表された場合，統計的な手法で過去に遡って再計算し，推計値を改定しているた

めです。したがって，大島郡民所得推計の利用に当たっては，常に最新の計数を御利用くだ

さい。 
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(4) 名目と実質とデフレーター 

   経済成長率には「名目」と「実質」があります。 

 

「名目」 その年度の実際に市場で取引されている価格に基づいて推計された値です。 

「実質」 特定の年の物価を基準として，価格上昇や下落などの価格変動分を取り除いたも

ので，異なる年度間の比較をする際に適切な指標です。 

「デフレーター」 

この名目値と実質値の間の価格変動分を調整する指標を，「デフレーター」といい

ます。 

 

(5) 「郡内ベース」と「郡民ベース」 

    付加価値を把握する場合に，「郡内ベース（属地主義）」と「郡民ベース（属人主義）」の２

つの考え方があります。 

郡内ベース 

（属地主義） 

奄美群島という行政区域内（｢郡内｣）での生産活動によって生

み出された付加価値を，生産に携わった者の居住地に関わりなく

把握するものです。 

郡民ベース 

（属人主義） 

郡内に居住する者が生産活動によって生み出した付加価値を，

就業地に関わりなく把握するものです。 

大島郡民所得推計では，郡内総生産は「郡内ベース」で，郡民所得は「郡民ベース」で把

握されます。 

 

(6) 市場価格表示と要素費用表示 

付加価値額を表す場合に，「市場価格表示」と「要素費用表示」の２つの方法があります。 

市場価格表示 市場で取引される価格で表示する方法（間接税等を含んだもの） 

要素費用表示 

生産のために必要とされる生産要素（労働，資本，土地）の提

供者に対して分配された費用（賃金，利潤など）で表示する方法

（間接税等を除いたもの） 

 

(7) 総（グロス）と純（ネット） 

建物・機械設備などの固定資産は，生産過程において，利用による摩耗や年月の経過によ

る老朽等によりその価値が減少します。こうした資産価値の減少分を固定資本減耗といいま

す。この固定資本減耗を含んだ郡内生産額を「郡内総生産」，含まないものを「郡内純生産」

といいます。 
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第３ 主要系列表について

主要系列表は，経済活動別郡内総生産，郡民所得，郡内総生産（支出）からなっていま

す。

１ 経済活動別郡内総生産
経済活動別郡内総生産は，１年間（会計年度）に郡内の生産活動によって，新たに創

造された付加価値の額を経済活動別に示したものです。

＜表章形式＞

経済活動別郡内総生産（名目）

項 目

１. 農林水産業

⑴ 農業

⑵ 林業

⑶ 水産業

２. 鉱業

３. 製造業

４. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

５. 建設業

６. 卸売・小売業

７. 運輸・郵便業

８. 宿泊・飲食サービス業

９. 情報通信業

10. 金融・保険業

11. 不動産業

12. 専門・科学技術，業務支援サービス業

13. 公務

14. 教育

15. 保健衛生・社会事業

16. その他のサービス

17. 小計（1～16の計）

18. 輸入品に課される税・関税

19. （控除）総資本形成に係る消費税

20. 郡内総生産（17+18-19）

経済活動別郡内総生産（実質：連鎖方式）

項 目

１. 農林水産業

⑴ 農業

⑵ 林業

⑶ 水産業

２. 鉱業

３. 製造業

４. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業

５. 建設業

６. 卸売・小売業

７. 運輸・郵便業

８. 宿泊・飲食サービス業

９. 情報通信業
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10. 金融・保険業

11. 不動産業

12. 専門・科学技術，業務支援サービス業

13. 公務

14. 教育

15. 保健衛生・社会事業

16. その他のサービス

17. 小計

18. 輸入品に課される税・関税

19. （控除）総資本形成に係る消費税

20. 郡内総生産

21. 開差{20-(17+18-19)}

(1) 郡内総生産

郡内総生産は，産出額から中間投入を控除したもので，雇用者報酬，営業余剰・混

合所得，固定資本減耗，生産・輸入品に課される税（控除）補助金から構成されます。

(2) 輸入品に課される税・関税

輸入品に課される税・関税は，関税，輸入品商品税からなっており，経済活動別に

は配分せず，郡内の輸入する事業所の金額を推計し記録しています。

(3) 総資本形成に係る消費税

総資本形成については，この控除分を「総資本形成に係る消費税」として除いた金

額を記録します。生産側から郡内総生産を計測する際も，この総資本形成に係る消費

税分について控除する必要がありますが，経済活動別には分割が困難であるため，一

括して控除処理をしています。
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２ 郡民所得
生産活動によって生み出された付加価値が，労働提供者には賃金（雇用者報

酬），資本や土地の提供者には利子・配当・賃貸料（財産所得），企業などには利益

（企業所得）として，どのように分配されたかを示したものです。

＜表章形式＞

郡民所得

項 目

１. 雇用者報酬

⑴ 賃金・俸給

⑵ 雇主の社会負担

ａ 雇主の現実社会負担

ｂ 雇主の帰属社会負担

２. 財産所得（非企業部門）

ａ 受取

ｂ 支払

⑴ 一般政府（地方政府等）

ａ 受取

ｂ 支払

⑵ 家計

① 利子

ａ 受取

ｂ 支払（消費者負債利子）

② 配当（受取）

③ その他の投資所得（受取）

④ 賃貸料（受取）

⑶ 対家計民間非営利団体

ａ 受取

ｂ 支払

３. 企業所得

⑴ 民間法人企業

ａ 非金融法人企業

ｂ 金融機関

⑵ 公的企業

ａ 非金融法人企業

ｂ 金融機関

⑶ 個人企業

ａ 農林水産業

ｂ その他の産業（非農林水産・非金融）

ｃ 持ち家

４. 郡民所得（要素費用表示）（１＋２＋３）

※１ 企業所得は，営業余剰・混合所得に財産所得の受取を加え，財産所得の支払

を控除したものになります。

※２ 「地方政府等」は，地方政府と地方社会保障基金からなります。
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(1) 郡民所得（要素費用表示）

「郡民所得（要素費用表示）」とは「要素費用表示の郡民純所得」を意味しており，

要素所得（＝郡内ベースの雇用者報酬＋営業余剰・混合所得）＋ 郡外からの要素所得

の受取（純）と等しくなっています。

ア 財産所得（非企業部門）

「財産所得（非企業部門）」では，所得支出勘定の地方政府等，家計，対家計民間

非営利団体の財産所得を表章しています。

イ 企業所得

「企業所得」は，所得支出勘定の営業余剰・混合所得に財産所得の受払の差額，す

なわち財産所得の受取（純）を加えたものを，「ａ 民間法人企業」，

「ｂ 公的企業」，「ｃ 個人企業」の３部門別に所得支出勘定から組み替え

て記録しています。
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３ 郡内総生産（支出側）
生産活動によって生み出された付加価値が所得として分配されたのち，消費や投資に

どれだけ支出されたかを示したものです。

＜表章形式＞

郡内総生産（支出側，名目）

項 目

１. 民間最終消費支出

⑴ 家計最終消費支出

ａ 食料・非アルコール

ｂ アルコール飲料・たばこ

ｃ 被服・履物

ｄ 住宅・電気・ガス・水道

ｅ 家具・家庭用機器・家事サービス

ｆ 保健・医療

ｇ 交通

ｈ 情報・通信

ｉ 娯楽・スポーツ・文化

ｊ 教育サービス

ｋ 外食・宿泊サービス

ｌ 保険・金融サービス

ｍ 個別ケア・社会保護・その他

⑵ 対家計民間非営利団体最終消費支出

２. 地方政府等最終消費支出

３. 郡内総資本形成

⑴ 総固定資本形成

ａ 民間

(a) 住宅

(b) 企業設備

ｂ 公的

(a) 住宅

(b) 企業設備

(c) 一般政府（中央政府等・地方政府等）

⑵ 在庫変動

ａ 民間企業

ｂ 公的（公的企業・一般政府）

４. 財貨・サービスの移出入（純）・統計上の不突合

⑴ 財貨・サービスの移出入（純）

⑵ 統計上の不突合

５. 郡内総生産（支出側）（１＋２＋３＋４）

（参考）郡外からの要素所得（純）

郡民総所得（市場価格表示）

※１ 「中央政府等」は，中央政府と全国社会保障基金である。

※２ 「地方政府等」は，地方政府と地方社会保障基金である。
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郡内総生産（支出側，実質：連鎖方式）

項 目

１. 民間最終消費支出

⑴ 家計最終消費支出

ａ 食料・非アルコール

ｂ アルコール飲料・たばこ

ｃ 被服・履物

ｄ 住宅・電気・ガス・水道

ｅ 家具・家庭用機器・家事サービス

ｆ 保健・医療

ｇ 交通

ｈ 情報・通信

ｉ 娯楽・スポーツ・文化

ｊ 教育サービス

ｋ 外食・宿泊サービス

ｌ 保険・金融サービス

ｍ 個別ケア・社会保護・その他

⑵ 対家計民間非営利団体最終消費支出

２. 地方政府等最終消費支出

３. 郡内総資本形成

⑴ 総固定資本形成

ａ 民間

(a) 住宅

(b) 企業設備

ｂ 公的

(a) 住宅

(b) 企業設備

(c) 一般政府（中央政府等・地方政府等）

⑵ 在庫変動

ａ 民間企業

ｂ 公的（公的企業・一般政府）

４. 財貨・サービスの移出入（純）・統計上の不突合・開差

５. 郡内総生産（支出側）

(1) 民間最終消費支出

「民間最終消費支出」とは，家計最終消費支出と対家計民間非営利団体最終消費支

出の合計になります。

ア 家計最終消費支出

「家計最終消費支出」は，居住者である家計の消費財及びサービスに対する支出

になります。

イ 対家計民間非営利団体最終消費支出

「対家計民間非営利団体最終消費支出」は，対家計民間非営利団体の産出額（中

間投入＋雇用者報酬＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課される税）から財貨・サー

ビスの販売と自己勘定による総固定資本形成（研究・開発）を控除したものです。
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(2) 地方政府等最終消費支出

地方政府等の産出額（中間投入＋雇用者報酬＋固定資産減耗＋生産・輸入品に課さ

れる税）から，他部門に販売した額（財貨・サービスの販売，例えば，公立学校の授

業料）と自己勘定による総固定資本形成（研究・開発）を差し引いたものに，現物社

会移転（市場産出の購入）（社会保障による医療費・介護費の給付等）を加えたもの

を「地方政府等最終消費支出」として計上したものです。

(3) 郡内総資本形成

法人企業，一般政府，対家計民間非営利団体，家計の支出（購入及び自己生産物の

使用）のうち中間消費及び非生産資産の購入とならないものになり，総固定資本形成

と在庫変動からなっています。

ア 総固定資本形成

「総固定資本形成」は，有形又は無形の資産の取得になり，①住宅，②その他の

建物・構築物，③機械・設備，④育成生物資源（種畜，乳牛，果樹等），⑤知的財

産生産物（研究・開発，コンピュータ・ソフトウェア等）を含みます。

イ 在庫変動

在庫変動は，企業及び一般政府が所有する原材料，仕掛品，製品，流通品等の棚

卸資産のある一定期間における数量の変動を，その期間の市場価格で評価したもの

になります。

(4) 財貨・サービスの移出入（純）・統計上の不突合

ア 財貨・サービスの移出入（純）

移出，移入は，郡内の居住者と非居住者の間の財貨及びサービスの取引になり

ます。この中には，居住者（非居住者）による郡外（郡内）での財貨・サービス

の直接取引である直接購入を含みます。ただし，労働や資産に対して支払われる

雇用者報酬や財産所得などは郡外からの（への）所得となり，ここには含まれま

せん。

イ 統計上の不突合

郡内総生産（支出側）と郡内総生産（生産側）は，概念上一致すべきものですが，

推計上の接近方法が異なっているため，推計値に乖離が生じることがあります。こ

の乖離を統計上の不突合といいます。

(5) 郡外からの要素所得（純）

生産要素に対して支払われる雇用者報酬や資産の貸借による財産所得に係る郡外と

の受払になります。

(6) 郡民総所得（市場価格表示）

郡内総生産（支出側）に郡外からの要素所得（純）を加算して，郡民ベースの総所

得が求められます。
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（参考）⼤島郡⺠所得推計報告書一覧表

報 告 書 年 度 報 告 書 名 発行年月 収  録  期  間 推  計  機  関 備   考
（S29〜S41は暦年）

   昭和28.12 推計開始

昭和29年    ⿅児島県⼤島郡⺠所得  昭和31.3  昭和28〜昭和29年 総 務 部 統 計 課  生産郡⺠所得（郡内純生産）
 

30年    ⿅児島県⼤島郡⺠所得  昭和31.12  昭和28〜昭和30年 総 務 部 統 計 課 〃

31年    ⿅児島県⼤島郡⺠所得  昭和33.3  昭和28〜昭和31年 総 務 部 統 計 課 〃

32年    ⿅児島県⼤島郡⺠所得調査  昭和34.3  昭和28〜昭和32年 総 務 部 統 計 課  郡⺠分配所得，郡⺠個人所得
 （推計項目追加）

33年    ⼤島郡⺠所得調査報告書  昭和35.2  昭和28〜昭和33年 総 務 部 統 計 課  郡⺠個人⽀出
 （推計項目追加）

34年    ⼤島郡⺠所得推計結果報告書  昭和36.3  昭和28〜昭和34年 総 務 部 統 計 課  昭和34年郡⺠経済計算（試算）

35年    ⼤島郡⺠所得推計結果報告書  昭和37.3  昭和28〜昭和35年 総 務 部 統 計 課  昭和35年郡⺠経済計算
 （生産・分配・⽀出）

36年    ⼤島郡⺠所得推計結果報告書  昭和38.3  昭和29〜昭和36年 ⼤ 島 ⽀ 庁

37年    ⼤島郡⺠所得推計結果報告書  昭和39.3  昭和29〜昭和37年 ⼤ 島 ⽀ 庁

38年    ⼤島郡⺠所得推計結果報告書  昭和40.3  昭和29〜昭和38年 ⼤ 島 ⽀ 庁

39年    ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和41.3  昭和29〜昭和39年 ⼤ 島 ⽀ 庁

40年    ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和42.3  昭和29〜昭和40年 ⼤ 島 ⽀ 庁

41年    ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和43.3  昭和39〜昭和41年 ⼤ 島 ⽀ 庁

42年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和44.3  昭和41〜昭和42年度 ⼤ 島 ⽀ 庁

43年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和45.3  昭和42〜昭和43年度 ⼤ 島 ⽀ 庁

44年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和46.3  昭和43〜昭和44年度 ⼤ 島 ⽀ 庁

45年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和47.3  昭和41〜昭和45年度 ⼤ 島 ⽀ 庁

46年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和48.3  昭和41〜昭和46年度 ⼤ 島 ⽀ 庁

47年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和49.3  昭和42〜昭和47年度 ⼤ 島 ⽀ 庁

48年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和50.3  昭和41〜昭和48年度 企 画 部 統 計 課

49年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和51.3  昭和42〜昭和49年度 企 画 部 統 計 課

50年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和52.3  昭和43〜昭和50年度 企 画 部 統 計 課

51年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和53.3  昭和44〜昭和51年度 企 画 部 統 計 課

52年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和54.3  昭和45〜昭和52年度 企 画 部 統 計 課

53年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和55.8  昭和50〜昭和53年度 企 画 部 統 計 調 査 課

54年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和56.9  昭和50〜昭和54年度 企 画 部 情 報 統 計 課  デフレーター（参考値として計上）
 デフレーター基準年：昭和50暦年

55年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和58.2  昭和50〜昭和55年度 企 画 部 情 報 統 計 課 〃
〃

56年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和59.1  昭和50〜昭和56年度 企 画 部 情 報 統 計 課  デフレーター（固定基準年方式）
 デフレーター基準年：昭和50暦年

57年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和60.2  昭和51〜昭和57年度 企 画 部 情 報 統 計 課

58年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和61.1  昭和53〜昭和58年度 企 画 部 情 報 統 計 課

59年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和62.3  昭和54〜昭和59年度 企 画 部 統 計 課

60年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  昭和63.3  昭和50〜昭和60年度 企 画 部 統 計 課

61年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成元.3  昭和56〜昭和61年度 企 画 部 統 計 課

62年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成 2.3  昭和57〜昭和62年度 企 画 部 統 計 課

63年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成 3.3  昭和58〜昭和63年度 企 画 部 統 計 課

昭和28年12月 奄美群島日本復帰
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報 告 書 年 度 報 告 書 名 発行年月 収  録  期  間 推  計  機  関 備   考

平成元年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成 4.3  昭和59〜平成元年度 企 画 部 統 計 課  基準改定（デフレーター固定基準年方式）
 デフレーター基準年：昭和60暦年

２年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成 5.3  昭和60〜平成 2年度 企 画 部 統 計 課

３年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成 6.3  昭和61〜平成 3年度 企 画 部 統 計 課

４年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成 7.3  昭和62〜平成 4年度 企 画 部 統 計 課

５年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成 8.3  昭和63〜平成 5年度 企 画 部 統 計 課

６年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成 9.3  平成元〜平成 6年度 企 画 部 統 計 課

７年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成10.3  平成元〜平成 7年度 企 画 部 統 計 課  基準改定（デフレーター固定基準年方式）
 デフレｰタｰ基準年：平成2暦年

８年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成11.3  平成元〜平成 8年度 企 画 部 統 計 課

９年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成12.3  昭和60〜平成 9年度 企 画 部 統 計 課

10年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成13.3  昭和60〜平成10年度 企 画 部 統 計 課

11年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成14.3  昭和60〜平成11年度 企 画 部 統 計 課

11年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成14.7  昭和50〜平成11年度 企 画 部 統 計 課  ６８ＳＮＡ方式最終版

12年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成15.3  平成２〜平成12年度 企 画 部 統 計 課  基準改定 デフレーター（連鎖方式）
 デフレｰタｰ参照年：平成7暦年

13年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成16.3  平成２〜平成13年度 企 画 部 統 計 課

14年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成17.3  平成２〜平成14年度 企 画 部 統 計 課

15年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成18.3  平成２〜平成15年度 企 画 部 統 計 課

16年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成19.3  平成８〜平成16年度 企 画 部 統 計 課  基準改定（デフレーター連鎖方式）
 デフレｰタｰ参照年：平成12暦年

17年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成20.3  平成８〜平成17年度 企 画 部 統 計 課

18年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成21.3  平成８〜平成18年度 企 画 部 統 計 課

19年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成22.2  平成８〜平成19年度 企 画 部 統 計 課

20年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成23.2  平成８〜平成20年度 企 画 部 統 計 課

21年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成24.2  平成８〜平成21年度 企 画 部 統 計 課

22年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成25.3  平成13〜平成22年度 企 画 部 統 計 課  基準改定（デフレーター連鎖方式）
 デフレｰタｰ参照年：平成17暦年

23年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成26.3  平成13〜平成23年度 企 画 部 統 計 課

24年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成27.3  平成13〜平成24年度 企 画 部 統 計 課

25年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成28.3  平成13〜平成25年度 企 画 部 統 計 課

26年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成29.2  平成13〜平成26年度 企 画 部 統 計 課

27年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  平成30.3  平成18〜平成27年度 企 画 部 統 計 課  基準改定（デフレーター連鎖方式）
 デフレｰタｰ参照年：平成23暦年

28年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  令和元.10  平成18〜平成28年度 企 画 部 統 計 課

29年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  令和２.3  平成18〜平成29年度 企 画 部 統 計 課

30年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  令和３.3  平成18〜平成30年度 企 画 部 統 計 課

令和元年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  令和４.3  平成23〜令和元年度 総 合 政 策 部 統 計 課  基準改定（デフレーター連鎖方式）
 デフレｰタｰ参照年：平成27暦年

  ２年度   ⼤島郡⺠所得推計報告書  令和５.4  平成23〜令和２年度 総 合 政 策 部 統 計 課

（注１）

（注２）

 基準改定とは，「産業連関表」，「国勢調査」，「経済センサス（基礎調査，活動調査）」，「住宅・土地統計」など経済・社会の構造
を把握するため，約５年ごとに作成される⼤規模かつ詳細な基礎統計の最新版を取り込み，過去の計数を再推計するものである。基準改定
においては，反映する「産業連関表」の対象年を「基準年」と呼ぶ。
 名目値と実質値の価格変動分を調整する指標をデフレーターといい，実質化には，「固定基準年方式」と「連鎖方式」の２つの手法があ
る。デフレーターは，平成11年度以前は「固定基準年方式」,平成12年度以降は「連鎖方式」によるものである。
固定基準年方式 ： ある年を基準年とし，基準年の価格体系で財・サービスの価格を評価する方法。基準年においては名目値＝実質値（デ
                              フレーター＝100）となる。
連   鎖   方    式 ： 常に前年を基準年とし，毎年毎年の積み重ねで接続していく方法。連鎖方式では，デフレーター＝100となる実質値の基
                              準となる年を参照年と呼ぶ。
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